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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、各期とも潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第64期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 51,704 54,899 53,726 114,892 118,436

経常利益 (百万円) 391 313 473 935 1,179

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △399 134 100 △154 586

純資産額 (百万円) 5,010 5,490 6,024 5,576 6,011

総資産額 (百万円) 55,428 57,470 54,974 56,118 56,409

１株当たり純資産額 (円) 188.36 192.79 211.87 209.63 211.22

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △15.02 5.05 3.79 △5.81 22.04

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 9.0 8.9 10.2 9.9 10.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 784 696 1,929 2,156 3,652

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △160 △304 200 △427 △1,305

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,806 △1,274 △62 △1,584 △3,124

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 3,497 3,941 6,114 4,823 4,046

従業員数 (名) 805 805 796 790 780



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、各期とも潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第64期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 40,276 44,467 42,029 90,901 95,109

経常利益 (百万円) 237 303 390 460 790

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △330 166 118 △295 386

資本金 (百万円) 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354

発行済株式総数 (株) 26,628,000 26,628,000 26,628,000 26,628,000 26,628,000

純資産額 (百万円) 4,109 4,040 4,338 4,430 4,299

総資産額 (百万円) 37,813 40,131 37,649 38,738 39,110

１株当たり純資産額 (円) 154.49 151.92 163.14 166.57 161.66

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △12.43 6.28 4.45 △11.10 14.53

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ― 3.00

自己資本比率 (％) 10.9 10.1 11.5 11.4 11.0

従業員数 (名) 391 400 401 394 392



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員数であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

機械・設備関連事業 332

資材・燃料関連事業 170

海運関連事業 194

全社(共通) 100

合計 796

従業員数(名) 401



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題による米国経

済の先行き不安要因があったものの、堅調な企業業績を背景に設備投資や雇用情勢が改善されるなど、

緩やかな回復基調をたどりました。 

このような国内経済環境の中、当社グループは平成18年４月にスタートした中期経営計画「Ｊｕｍｐ

Ｕｐ ＮＡＲＡＳＡＫＩ」のもと、その第二年度としてさらなる事業構造の変革と企業価値の向上を目

指し、積極的な営業活動に努めてまいりました。 

以上の結果、連結売上高は主にセメント及び建設資材事業の売上減少により537億26百万円(対前年同

期比2.1％減少)となったものの、営業利益は機械設備事業が好調であったため６億41百万円(対前年同

期比33.1％増加)、経常利益は４億73百万円(対前年同期比51.1％増加)となりました。 

また、その他有価証券の評価損１億21百万円、固定資産処分損87百万円などを特別損失に計上したこ

とにより、中間純利益は１億円(対前年同期比25.0％減少)となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①機械・設備関連事業 

電気機械事業では、半導体設備業界向けのＦＡ機器や省エネ機器、受配電メーカー向け電気機器や都

心の大型ビル案件の受け渡しがあった空調機器の販売が好調に推移いたしました。 

農業施設及び産業機械事業では、本州地区において野菜選果設備などの大型物件の受け渡しがあった

ことや真空冷却装置等の更新、改修工事受注があったため好調に推移したものの、北海道地区において

は小麦貯蔵設備の受け渡しが下期にずれ込んだこと等により苦戦いたしました。 

また、連結子会社の楢崎造船㈱やナラサキリース㈱も収益を大幅に改善することが出来ました。 

以上の結果、事業全体の売上高は171億10百万円(対前年同期比0.6％減少)、営業利益は10億33百万円

(対前年同期比30.3％増加)となりました。 

  

②資材・燃料関連事業 

セメント及び建設資材事業では、北海道地区においてセメント・生コンの販売が前期のような原発や

ダムなどの大型物件に替わる工事がなかったために苦戦いたしました。 

燃料事業は、原油価格の高騰で国内石油製品の価格が大幅に上昇したことによる需要の減退のため販

売数量が落ち込み、収益面でも苦戦いたしました。 

以上の結果、事業全体の売上高は274億81百万円(対前年同期比5.3％減少)、営業利益は３億90百万円

(対前年同期比23.1％減少)となりました。 

  



③海運関連事業 

海運関連事業のナラサキスタックス㈱は売上高は前年同期並みを確保したものの、燃料費用や傭船料

が上昇し利益面では苦戦いたしました。 

以上の結果、事業全体の売上高は91億35百万円(対前年同期比5.6％増加)、営業利益は１億27百万円

(対前年同期比18.9％減少)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、源泉である税金等調整前中間純利益が２億56百万円(前年同

期は３億38百万円)となり、減価償却費が５億５百万円、売上債権の減少が20億６百万円、仕入債務の

減少が21億67百万円、その他の増加が11億42百万円あったことなどにより、19億29百万円のプラス(前

年同期は６億96百万円のプラス)となりました。  

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、２億円のプラス(前年同期は３億４百万円のマイナス)となり

ました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出５億54百万円、有形固定資産の売却による収

入７億98百万円によるものであります。  

  

財務活動によるキャッシュ・フローは62百万円のマイナス(前年同期は12億74百万円のマイナス)とな

りました。その主な内訳は、長期借入れによる収入19億30百万円、短期借入金の減少額４億円および長

期借入金の返済による支出15億３百万円等であります。  

  

以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の増加額は20億67百万円となり、現金

及び現金同等物中間期末残高は、61億14百万円(前年同期は39億41百万円)となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

下記「(1) 売上の状況」及び「(2) 仕入の状況」の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(1) 売上の状況 

  

 
  

(2) 仕入の状況 

  

 
  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、特記すべき事項はありません。 

  

事業区分

前連結会計年度末 当中間連結会計期間

成約残高 
(百万円)

前年同期比 
(％)

成約高
(百万円)

前年同期比
(％)

売上高
(百万円)

前年同期比
(％)

成約残高 
(百万円)

前年同期比
(％)

機械・設備関連事業 3,819 △25.5 19,452 9.8 17,110 △0.6 6,161 9.6

資材・燃料関連事業 3,250 14.7 27,703 △10.5 27,481 △5.3 3,472 △27.0

海運関連事業 ─ ─ 9,135 5.6 9,135 5.6 ─ ─

合計 7,068 △11.2 56,292 △1.8 53,726 △2.1 9,633 △7.2

事業区分

当中間連結会計期間

金額(百万円) 前年同期比(％)

機械・設備関連事業 14,764 △3.6

資材・燃料関連事業 26,210 △5.2

海運関連事業 8,057 7.6

合計 49,032 △2.8



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はあ

りません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成19年12月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通 
株式

26,628,000 同左
東京証券取引所 
(市場第二部) 
札幌証券取引所

―

計 26,628,000 同左 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 26,628 ― 2,354 ― 619



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株(議決権10個) 

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式654株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三菱電機㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 2,096 7.87

日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 1,279 4.80

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,156 4.34

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 810 3.04

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川二丁目27番２号 810 3.04

㈱北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地 696 2.62

鶴田 昭彦 神奈川県横浜市旭区 660 2.48

住友大阪セメント㈱ 東京都千代田区六番町６番地28 545 2.05

酒井重工業㈱ 東京都港区芝大門一丁目４番８号 498 1.87

新日本石油㈱ 東京都港区西新橋一丁目３番12号 496 1.86

計 ― 9,050 33.99

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  34,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,484,000
26,484 ―

単元未満株式
普通株式

110,000
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 26,628,000 ― ―

総株主の議決権 ― 26,484 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
ナラサキ産業株式会社

東京都中央区日本橋茅場町
一丁目１番３号

34,000 ― 34,000 0.13

計 ― 34,000 ― 34,000 0.13

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 186 190 252 230 214 192

低(円) 172 173 190 199 161 173



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づいて、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づいて、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財

務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けております。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 4,010 6,138 4,065

 ２ 受取手形 
   及び売掛金

※2,5 28,964 26,662 28,669

 ３ たな卸資産 1,141 1,112 1,057

 ４ 繰延税金資産 738 258 587

 ５ その他 2,618 1,195 2,477

   貸倒引当金 △1,093 △311 △1,010

   流動資産合計 36,379 63.3 35,055 63.8 35,846 63.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 賃貸用 
    固定資産

※1,2 3,213 2,421 3,063

  (2) 土地 ※２ 7,765 7,762 7,762

  (3) その他 ※1,2 4,329 3,987 4,189

   有形固定資産 
   合計

15,308 26.6 14,171 25.8 15,015 26.6

 ２ 無形固定資産

  (1) その他 101 73 86

   無形固定資産 
   合計

101 0.2 73 0.1 86 0.2

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 2,744 2,670 2,790

  (2) 繰延税金資産 673 966 627

  (3) その他 2,983 3,343 2,673

    貸倒引当金 △720 △1,306 △630

   投資その他の 
   資産合計

5,680 9.9 5,674 10.3 5,461 9.7

   固定資産合計 21,090 36.7 19,918 36.2 20,563 36.5

   資産合計 57,470 100.0 54,974 100.0 56,409 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 
   及び買掛金

※５ 28,536 27,134 29,302

 ２ 短期借入金 ※２ 6,418 3,968 4,368

 ３ 一年以内に返済 
   する長期借入金

※２ 2,724 5,918 5,623

 ４ 一年以内に償還 
   する社債

200 ― 200

 ５ 賞与引当金 304 326 300

 ６ その他 1,619 1,873 1,218

   流動負債合計 39,802 69.3 39,221 71.3 41,011 72.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 200 ―

 ２ 長期借入金 ※２ 9,368 6,800 6,670

 ３ 退職給付引当金 837 894 825

 ４ 役員退職引当金 122 199 171

 ５ 特別修繕引当金 59 64 54

 ６ その他 1,788 1,569 1,664

   固定負債合計 12,177 21.2 9,729 17.7 9,386 16.6

   負債合計 51,980 90.5 48,950 89.0 50,398 89.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,354 2,354 2,354

 ２ 資本剰余金 1,288 1,288 1,288

 ３ 利益剰余金 1,033 1,506 1,485

 ４ 自己株式 △5 △6 △5

   株主資本合計 4,671 8.1 5,143 9.4 5,122 9.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

462 491 495

 ２ 繰延ヘッジ損益 △6 0 △0

   評価・換算差額 
   等合計

456 0.8 491 0.9 494 0.9

Ⅲ 少数株主持分 362 0.6 389 0.7 393 0.7

   純資産合計 5,490 9.5 6,024 11.0 6,011 10.7

   負債純資産合計 57,470 100.0 54,974 100.0 56,409 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 54,899 100.0 53,726 100.0 118,436 100.0

Ⅱ 売上原価 50,266 91.6 48,976 91.2 108,695 91.8

   売上総利益 4,632 8.4 4,750 8.8 9,741 8.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 4,150 7.5 4,108 7.6 8,291 7.0

   営業利益 481 0.9 641 1.2 1,449 1.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 18 19 39

 ２ 受取配当金 21 18 31

 ３ 賃貸料 49 63 100

 ４ その他 23 113 0.2 23 125 0.2 76 248 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 195 197 363

 ２ 手形売却損 22 28 76

 ３ 持分法による 
   投資損失

18 16 ―

 ４ その他 45 282 0.5 51 293 0.5 77 518 0.4

   経常利益 313 0.6 473 0.9 1,179 1.0

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 2 0 1

 ２ 投資有価証券 
   売却益

4 ― 8

 ３ 退職給付信託 
   設定益

582 ― 582

 ４ その他 5 595 1.0 6 6 0.0 30 623 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※２ 11 87 15

 ２ 役員退職金 7 7 ―

 ３ 投資有価証券 
   売却損

49 5 96

 ４ 貸倒引当金繰入額 422 ― 422

 ５ 投資有価証券 
   評価損

― 121 5

 ６ その他 78 569 1.0 ― 223 0.4 116 656 0.6

   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純利益

338 0.6 256 0.5 1,147 0.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

122 168 196

   過年度法人税、 
   住民税及び事業税

─ ─ 54

   法人税等調整額 86 208 0.4 △18 150 0.3 284 534 0.4

   少数株主利益 ― ― 5 0.0 27 0.0

   少数株主損失 4 △0.0 ― ― ― ―

   中間(当期)純利益 134 0.2 100 0.2 586 0.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,354 1,288 899 △5 4,537

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 134 134 

 自己株式の取得 △0 △0

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) ― ― 134 △0 133 

平成18年９月30日残高(百万円) 2,354 1,288 1,033 △5 4,671

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,038 ― 1,038 378 5,954 

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 134 

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間連結会計期間
  中の変動額(純額)

△575 △6 △582 △16 △598

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △575 △6 △582 △16 △464

平成18年９月30日残高(百万円) 462 △6 456 362 5,490 



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,354 1,288 1,485 △5 5,122

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △79 △79

 中間純利益 100 100

 自己株式の取得 △0 △0

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) ─ ─ 21 △0 20

平成19年９月30日残高(百万円) 2,354 1,288 1,506 △6 5,143

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 495 △0 494 393 6,011

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △79

 中間純利益 100

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間連結会計期間
  中の変動額(純額)

△4 0 △3 △3 △7

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △4 0 △3 △3 12

平成19年９月30日残高(百万円) 491 0 491 389 6,024



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,354  1,288  899 △5 4,537

連結会計年度中の変動額

 当期純利益 586 586

 自己株式の取得 △0 △0

連結会計年度中の変動額合計(百万円) ― ― 586 △0 585

平成19年３月31日残高(百万円) 2,354  1,288  1,485 △5 5,122

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,038  ― 1,038  378  5,954 

連結会計年度中の変動額

 当期純利益 586

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の連結会計年度中の
  変動額(純額)

△543 △0 △543 14 △529

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △543 △0 △543 14 56

平成19年３月31日残高(百万円) 495 △0 494 393 6,011



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益

338 256 1,147

 ２ 減価償却費 499 505 1,057

 ３ 減損損失 ― ― 12

 ４ 長期前払費用の償却 64 35 102

 ５ 貸倒引当金の増減額 460 △22 287

 ６ 賞与引当金の増減額 17 25 14

 ７ 退職給付引当金の増減額 △178 69 △190

 ８ 退職給付信託設定益 △582 ― △582

 ９ 退職給付信託設定額 983 ― 983

 10 その他の引当金の増減額 △51 38 △7

 11 受取利息及び受取配当金 △40 △38 △71

 12 支払利息 195 197 363

 13 持分法による投資利益 ― ― △26

 14 持分法による投資損失 18 16 ―

 15 投資有価証券売却損 49 5 96

 16 投資有価証券売却益 △4 ― △8

 17 投資有価証券評価損 13 121 5

 18 固定資産処分損 11 87 15

 19 固定資産売却益 △2 △0 △1

 20 ゴルフ会員権評価損 ― ― 7

 21 売上債権の増減額 △2,119 2,006 △1,823

 22 たな卸資産の増減額 △196 △55 △111

 23 仕入債務の増減額 3,492 △2,167 4,257

 24 前払年金費用の増減額 △777 △19 △777

 25 その他 △1,158 1,142 △404

    小計 1,032 2,206 4,344

 １ 利息及び配当金の受取額 42 40 73

 ２ 利息の支払額 △208 △215 △423

 ３ 法人税等の支払額 △169 △101 △341

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

696 1,929 3,652



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得 
   による支出

△336 △554 △1,606

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入

108 798 339

 ３ 投資有価証券の取得 
   による支出

△5 △19 △68

 ４ 投資有価証券の売却 
   による収入

48 3 104

 ５ 貸付けによる支出 △58 △36 △126

 ６ 貸付金の回収による収入 75 39 164

 ７ その他 △135 △30 △111

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△304 200 △1,305

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △54 △400 △2,104

 ２ 長期借入れによる収入 330 1,930 2,060

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△1,543 △1,503 △3,072

 ４ 社債の発行による収入 ― 200 ―

 ５ 社債の償還による支出 ― △200 ―

 ６ 自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

 ７ 親会社による配当金 
   の支払額

― △79 ―

 ８ 少数株主への配当金の 
   支払額

△6 △8 △6

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,274 △62 △3,124

Ⅳ 現金及び現金同等物に
  係る換算差額

0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△882 2,067 △776

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

4,823 4,046 4,823

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 3,941 6,114 4,046



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数  ５社 
    連結子会社の名称 
    ナラサキスタックス㈱ 
    ナラサキリース㈱ 
    ナラサキ総合サービス㈱ 
    ナラサキ石油㈱ 
    楢崎造船㈱

１ 連結の範囲に関する事項
 (1) 連結子会社の数  ５社 
    連結子会社の名称

同左

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数  ５社 
    連結子会社の名称

同左

 (2) 主要な非連結子会社名
東京ナラサキレンタル㈱
秋田ナラサキレンタル㈱
青森ナラサキレンタル㈱

    九州マリン㈱
連結の範囲から除外した理由
 非連結子会社は、いずれも
小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び利益剰
余金(持分に見合う額)等はい
ずれも中間連結財務諸表に重
要な影響を及ぼさないため、
連結の範囲から除外しており
ます。

 (2) 主要な非連結子会社名
同左

連結の範囲から除外した理由
同左

(2) 主要な非連結子会社名
同左

連結の範囲から除外した理由
非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、当期純損益
(持分に見合う額)及び利益剰
余金(持分に見合う額)等はい
ずれも連結財務諸表に重要な
影響を及ぼさないため、連結
の範囲から除外しておりま
す。

２ 持分法の適用に関する事項
 (1) 持分法を適用した非連結子会

社数  ４社
会社等の名称
東京ナラサキレンタル㈱
秋田ナラサキレンタル㈱
青森ナラサキレンタル㈱
九州マリン㈱

２ 持分法の適用に関する事項
 (1) 持分法を適用した非連結子会

社数   ４社
会社等の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会

社数   ４社
会社等の名称

同左

 (2) 持分法を適用した関連会社数
３社
会社等の名称
東日本タグボート㈱ 
北海道防疫燻蒸㈱ 
ケイナラ㈱

 (2) 持分法を適用した関連会社数
３社
会社等の名称

同左

(2) 持分法を適用した関連会社数
３社
会社等の名称

同左

 (3) 持分法を適用しない非連結子
会社及び関連会社のうち主要
な会社等の名称

楢崎通運㈱

 (3) 持分法を適用しない非連結子
会社及び関連会社のうち主要
な会社等の名称

同左

(3) 持分法を適用しない非連結子
会社及び関連会社のうち主要
な会社等の名称

同左
持分法を適用しない理由

    持分法非適用会社は、それ
ぞれ中間純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に
見合う額)等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法
の適用から除外しておりま
す。

持分法を適用しない理由
同左

持分法を適用しない理由
   持分法非適用会社は、それ

ぞれ連結純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に
見合う額)等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法
の適用から除外しておりま
す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項
 連結子会社の中間決算日
は、中間連結決算日と一致し
ております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度に関する
事項

連結子会社の決算日は、連
結決算日と一致しておりま
す。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券
    その他有価証券

・時価のあるもの
 中間決算末日の市場価格
等に基づく時価法(評価
差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原
価は移動平均法により算
定)

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券
    その他有価証券

・時価のあるもの
同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
 ① 有価証券
   その他有価証券

・時価のあるもの
決算期末日の市場価格等
に基づく時価法(評価差
額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価
は、移動平均法により算
定)

・時価のないもの
 移動平均法による原価法

・時価のないもの
同左

・時価のないもの
同左

  ② デリバティブ取引
時価法

  ② デリバティブ取引
同左

 ② デリバティブ取引
同左

  ③ たな卸資産
 主として建設機械及び産
業機械については個別法に
よる低価法、船舶について
は個別法による原価法、標
準電機品については移動平
均法による低価法、その他
のたな卸資産については
終仕入原価法による低価法
によっております。

  ③ たな卸資産
同左

 

 ③ たな卸資産
同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

① 有形固定資産
 賃貸用固定資産
   ……主として定額法
 機械装置及び運搬具
  船舶………定額法
  その他……定率法
 その他の有形固定資産
   ……主として定率法

 ただし、平成10年４月１日
以降取得した建物(建物附属
設備を除く)については定額
法によっております。
 なお、主な耐用年数は、以
下のとおりであります。

賃貸用
固定資産

２年～48年

建物 ２年～65年
構築物 ２年～50年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

① 有形固定資産
同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法

① 有形固定資産
同左

② 無形固定資産……定額法
 ただし、ソフトウェア(自
社利用分)については、社内
における利用可能期間(５年)
に基づく定額法によっており
ます。

② 無形固定資産……同左
同左

② 無形固定資産……同左
同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

     債権の貸倒による損失に 

    備えるため、一般債権につ 

    いては貸倒実績率により、 

    貸倒懸念債権等特定の債権 

    については個別に回収可能 

    性を検討し、回収不能見込 

    額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

       同左

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

       同左

  ② 賞与引当金 

     従業員に対して支給する 

    賞与に充てるため、支給見 

    込額に基づき当中間連結会 

    計期間負担額を計上してお 

    ります。

  ② 賞与引当金
同左

  ② 賞与引当金 

     従業員に対して支給する 

    賞与に充てるため、支給見 

    込額に基づき当連結会計年 

    度負担額を計上しておりま 

    す。

  ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

なお、会計基準変更時差

異(2,184百万円)について

は、主に10年による按分額

を費用処理しております。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(10年)による按分額を翌連

結会計年度より費用処理し

ております。

  ③ 退職給付引当金
同左

  ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度におい

て発生していると認められ

る額を計上しております。

なお、会計基準変更時差

異(2,184百万円)について

は、主として10年による按

分額を費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

(10年)による按分額を翌連

結会計年度より費用処理し

ております。

  ④ 役員退職引当金

     当社及び連結子会社ナラ 

    サキスタックス㈱の役員に 

    ついて、役員退職慰労金に 

    関する内規に基づく中間連 

    結会計期間末要支給額を計 

    上しております。

  ④ 役員退職引当金

当社及び一部の連結子会

社の役員について、役員退

職慰労金に関する内規に基

づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しておりま

す。  

  ④ 役員退職引当金  

     当社及び一部の連結子会 

    社の役員について、役員退 

    職慰労金に関する内規に基 

    づく連結会計年度末要支給 

    額を計上しております。  

 (4) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方法  
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法
 繰延ヘッジ処理によって

おります。

 なお、金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を採用し

ております。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法
同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法  
① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計

の方法
同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
 ・ヘッジ手段 

 デリバティブ取引(為替

予約取引及び金利スワップ

取引)

 ・ヘッジ対象 

 相場変動等が評価に反映

されていないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定され

その変動が回避されるもの

② ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

③ ヘッジ方針
 相場変動に晒されている

資産、負債等に係るリスク

を回避する目的のみにデリ

バティブ取引を利用する方

針をとっております。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針
同左

  ④ ヘッジの有効性評価の方法
 ヘッジ開始時から、有効

性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 

 ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについ

ては有効性の評価を省略し

ております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

④ ヘッジの有効性評価の方法
同左

  ⑤ その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

 多額の借入金等は、取締

役会の専決事項であります

ので、それにともなう先物

為替予約の締結及び金利ス

ワップ契約の締結等は、同

時に取締役会で決定される

こととなります。

 通貨関連及び金利関連の

デリバティブ取引の実行管

理は、「社内管理規程」の

業務分掌に従い、財務課に

集中しております。

 日常業務におけるデリバ

ティブ取引業務の統制は、

財務課内の相互牽制と経理

部長の管理のもとに行われ

ております。

  ⑤ その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

同左

  ⑤ その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

同左



  

 
  

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 

（会計処理の変更） 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (6) その他中間連結財務諸表作成
      のための重要な事項
  ① 消費税等の会計処理
     消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ
っております。

     なお、仮払消費税等及び
仮受消費税等は相殺のう
え、流動負債の「その他」
に含めて表示しておりま
す。

 (6) その他中間連結財務諸表作成
      のための重要な事項     
  ① 消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成 
      のための重要な事項
 ① 消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ
っております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計 
    算書における資金の範囲    

 手許現金、要求払預金及び取
得日から３ヶ月以内に満期日又
は償還日の到来する流動性の高
い、容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少な
リスクしか負わない短期的な投
資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計
    算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書
    における資金の範囲

同左

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日 （自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日）   至 平成19年９月30日）  至 平成19年３月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)
──────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)
 当中間連結会計期間より「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」(企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号)及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号)を適用しております。 
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は5,134百万円であります。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結財務諸表は、改正後の
中間連結財務諸表規則により作成し
ております。

当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号)
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号)を適用しております。 
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は5,617百万円であります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正に
より、当連結会計年度における連結
財務諸表は、改正後の連結財務諸表
規則により作成しております。

──────────
(固定資産の減価償却方法の変更)
 当社及び連結子会社は、法人税法
の改正に伴い、当中間連結会計期間
より、平成19年４月１日以降に取得
した有形固定資産について、一部の
資産を除き、改正後の法人税法に基
づく減価償却の方法に変更しており
ます。
 この変更が損益に与える影響は軽
微であります。
(追加情報)
 当社及び連結子会社は、法人税法
の改正に伴い、平成19年３月31日以
前に取得した有形固定資産につい
て、一部の資産を除き、改正前の法
人税法に基づく減価償却の方法の適
用により取得価額の５％に到達した
連結会計年度の翌連結会計年度よ
り、取得価額の５％相当額と備忘価
額との差額を５年間で均等償却して
おります。
 この変更が損益に与える影響は軽
微であります。

──────────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

14,092百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

13,679百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

14,132百万円

 

※２ (1) 借入金等の担保に差し入

れている資産

受取手形 822百万円

投資有価証券 1,615

土地 5,652

有形固定資産 
「その他」

2,005

計 10,096

※２ (1) 借入金等の担保に差し入

れている資産

受取手形 1,046百万円

投資有価証券 729
賃貸用
固定資産

234

土地 5,483

有形固定資産
「その他」

2,817

計 10,312

※２ (1) 借入金等の担保に差し入

れている資産

受取手形 842百万円

投資有価証券 1,506
賃貸用
固定資産

253

土地 5,483

有形固定資産 
「その他」

1,944

計 10,030

上記有形固定資産のうち

工場財団抵当に供してい

る資産

土地 247百万円
有形固定資産 
「その他」

404

計 652

上記有形固定資産のうち

工場財団抵当に供してい

る資産

土地 153百万円
有形固定資産
「その他」

368

計 521

上記有形固定資産のうち

工場財団抵当に供してい

る資産

土地 184百万円
有形固定資産 
「その他」

389

計 573

 
 

上記担保資産に対応する

債務

短期借入金 2,655百万円

一年以内に返済 
する長期借入金

1,793

長期借入金 6,511

計 10,959

 

上記担保資産に対応する

債務

短期借入金 2,270百万円
流動負債
「その他」

91

一年以内に返済
する長期借入金

3,969

長期借入金 3,422
固定負債
「その他」

964

計 10,717

 
 

上記担保資産に対応する

債務

短期借入金 1,900百万円

一年以内に返済 
する長期借入金

3,762

長期借入金 3,800

計 9,463

上記のうち工場財団抵当

に対応する債務

短期借入金 250百万円

一年以内に返済 
する長期借入金

47

長期借入金 102

計 399

上記のうち工場財団抵当

に対応する債務

短期借入金 250百万円

一年以内に返済
する長期借入金

38

長期借入金 28

計 316

上記のうち工場財団抵当

に対応する債務

短期借入金 250百万円

一年以内に返済 
する長期借入金

52

長期借入金 74

計 376

   (2) 取引保証金の代用として

差入れている資産

現金及び預金 24百万円

投資有価証券 29

計 53

 

   (2) 取引保証金の代用として

差し入れている資産

投資有価証券 26百万円
 

   (2) 取引保証金の代用として

差入れている資産

投資有価証券 27百万円

３ 偶発債務

 (1) 連結会社以外の会社の銀行借

入金に対し債務保証を行って

おります。

興部生コン㈱ (関連会 
社)

30百万円

東配㈱(非連結子会社) 6

計 36

３ 偶発債務

 (1) 連結会社以外の会社の銀行借

入金に対し債務保証を行って

おります。

興部生コン㈱ (関連会
社)

30百万円

東配㈱(非連結子会社) 1

計 31

３ 偶発債務

 (1) 連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対し債務保証を行っ

ております。

興部生コン㈱ (関連会 
社)

30百万円

東配㈱(非連結子会社) 3

計 33



 
  

(中間連結損益計算書関係) 

   

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

 

 

 (2) 当社が建設機械を売却したリ

ース会社に対して、リース会

社の有する債権について保証

をしております。

売却件数 
(118件)

1,377百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保にな

っております。

４ 受取手形割引高 792百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済しておりま

す。なお、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が中間連結会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 941百万円

支払手形 2,200

 

 

 

 (2) 当社が建設機械を売却したリ

ース会社に対して、リース会

社の有する債権について保証

をしております。

売却件数
(138件)

1,347百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保にな

っております。

４ 受取手形割引高 20百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済しておりま

す。なお、当中間連結会計期間

の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間

末日満期手形が中間連結会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 870百万円

支払手形 1,403

 

 

 

 (2) 当社が建設機械を売却したリ

ース会社に対して、リース会

社の有する債権について保証

をしております。

売却件数
(124件)

1,326百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保にな

っております。

４ 受取手形割引高 517百万円

※５ 連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済しております。

なお、当連結会計年度の末日は

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形 972百万円

支払手形 2,023

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

旅費交通費 250百万円

貸倒引当金 
繰入額

90

従業員給料 
手当

1,658

従業員賞与 183

賞与引当金 
繰入額

239

退職給付費用 227

役員退職 
引当金繰入額

21

福利厚生費 384

賃借料 292

減価償却費 46

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

旅費交通費 223百万円

貸倒引当金
繰入額

83

従業員給料
手当

1,601

従業員賞与 186

賞与引当金
繰入額

275

退職給付費用 248

役員退職
引当金繰入額

28

福利厚生費 386

賃借料 289

減価償却費 42

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

旅費交通費 480百万円

貸倒引当金 
繰入額

146

従業員給料 
手当

3,223

従業員賞与 654

賞与引当金 
繰入額

277

退職給付費用 454

役員退職
引当金繰入額

50

福利厚生費 769

賃借料 581

減価償却費 92

※２ 固定資産処分損のうち主なも

のは建物及び構築物７百万円

であります。

※２ 固定資産処分損のうち主なも

のは賃貸用固定資産80百万円

であります。

※２ 固定資産処分損のうち主なも

のは建物及び構築物８百万円

であります。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,430 株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   4,234 株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後 

   となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 26,628 ― ― 26,628

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 28,842 1,430 ― 30,272

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 26,628 ― ― 26,628

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 30,420 4,234 ― 34,654

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月21日
取締役会

普通株式 79 3 平成19年３月31日 平成19年６月12日



次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,578 株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 26,628,000 ― ― 26,628,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,842 1,578 ― 30,420

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月21日
取締役会

普通株式 利益剰余金 79 3
平成19年
３月31日

平成19年
６月12日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目との関係
（平成18年９月30日）

現金及び預金勘定 4,010百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△68

現金及び現金同等物 3,941
 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目との関係
（平成19年９月30日）

現金及び預金勘定 6,138百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△24

現金及び現金同等物 6,114
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目との関係
（平成19年３月31日）

現金及び預金勘定 4,065百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△18

現金及び現金同等物 4,046



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

賃貸用 

固定資産 

(百万円)

その他 

(機械 

装置及び

運搬具) 

(百万円)

その他 

(器具 

備品) 

(百万円)

その他 

(無形固

定資産) 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 

相当額
67 711 405 6 1,191

減価償却 

累計額 

相当額

39 368 151 6 565

中間期末 

残高 

相当額

28 342 253 0 625

 

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

賃貸用 

固定資産 

(百万円)

その他 

(機械 

装置及び

運搬具)

(百万円)

その他 

(器具 

備品) 

(百万円)

その他 

(無形固

定資産)

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 

相当額
67 731 420 14 1,233

減価償却 

累計額 

相当額

53 323 202 4 583

中間期末 

残高 

相当額

14 407 217 10 650

 

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

賃貸用 

固定資産

(百万円)

その他

(機械 

装置及び

運搬具) 

(百万円)

その他 

(器具 

備品) 

(百万円)

その他 

(無形固

定資産) 

(百万円)

合計 

(百万円)

取得価額 

相当額
67 732 425 18 1,245

減価償却 

累計額 

相当額

46 425 190 7 668

期末残高 

相当額
21 307 235 11 576

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 193百万円

１年超 431

合計 625

   なお、取得価額相当額及び未

経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み

法」により算定しておりま

す。

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 219百万円

１年超 430

合計 650

同左
 

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 193百万円

１年超 382

合計 576

   なお、取得価額相当額及び未

経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定しております。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 105百万円

減価償却費 
相当額

105

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 104百万円

減価償却費
相当額

104

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 212百万円

減価償却費 
相当額

212

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、 

 残存価額を零とする定額法に 

 よっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

（借主側）

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

（借主側）

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

（借主側）

 

１年以内 84百万円

１年超 132

合計 217

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失 

 はありません。

 

１年以内 139百万円

１年超 86

合計 225

（減損損失について）

 同左 

 

 

１年以内 132百万円

１年超 138

合計 270

（減損損失について）

 同左 

 



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における 高値・ 安

値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(当中間連結会計期間) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損121百万円を計上しております。 

また、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における 高値・ 安

値と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸

表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 1,173 1,983 809

合計 1,173 1,983 809

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 277

合計 277

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

株式 1,057 1,897 840

合計 1,057 1,897 840

区分 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 257

合計 257



(前連結会計年度) 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における 高値・ 安値と帳簿価

額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースで

の各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

株式 1,162 2,000 838

合計 1,162 2,000 838

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 264

合計 264



(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間) 

   前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引契約及び為替予約取引契約を締結しておりますが、ヘッジ会計を適用してい

るため、開示の対象から除いております。 

  

(当中間連結会計期間) 

   当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引契約及び為替予約取引契約を締結しておりますが、ヘッジ会計を適用してい

るため、開示の対象から除いております。 

  

(前連結会計年度) 

   前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引契約及び為替予約取引契約を締結しておりますが、ヘッジ会計を適用してい

るため、開示の対象から除いております。 

  

  

(ストック・オプション等関係) 

  該当事項はありません。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 事業区分は販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1) 機械・設備関連事業 

(電気機械・設備) モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

(産業機械・設備) 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

(建設機械・設備) 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

(船舶)      貨物船、漁業実習船、引き船兼交通船、クレーン台船 

(その他)     食品類、不動産の賃貸 

(2) 資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3) 海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

３ 前中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は936百

万円であり、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は924百

万円であり、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

前連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,749百万

円であり、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

項目
機械・設備 
関連事業 
(百万円)

資材・燃料
関連事業 
(百万円)

海運
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,219 29,032 8,647 54,899 ― 54,899

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

959 45 22 1,027 (1,027) ―

計 18,178 29,077 8,670 55,926 (1,027) 54,899

営業費用 17,385 28,569 8,513 54,468 (50) 54,417

営業利益 793 508 157 1,458 (977) 481

項目
機械・設備 
関連事業 
(百万円)

資材・燃料
関連事業 
(百万円)

海運
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,110 27,481 9,135 53,726 ― 53,726

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

255 45 19 319 (319) ―

計 17,365 27,526 9,154 54,046 (319) 53,726

営業費用 16,331 27,135 9,026 52,494 591 53,085

営業利益 1,033 390 127 1,552 (910) 641

項目
機械・設備 
関連事業 
(百万円)

資材・燃料
関連事業 
(百万円)

海運
関連事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

37,538 63,108 17,789 118,436 ― 118,436

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,405 97 62 1,564 (1,564) ―

計 38,943 63,206 17,851 120,001 (1,564) 118,436

営業費用 36,986 62,203 17,527 116,717 269 116,986

営業利益 1,957 1,003 324 3,284 (1,834) 1,449



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、在外連結子会社及び重要な

在外支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、連結売上高の10％未満であ

るため海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 192.79円 211.87円 211.22円

１株当たり中間(当期)

純利益
5.05円 3.79円 22.04円

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜
在株式が存在しないため記
載しておりません。

同左
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記
載しておりません。

────────
１株当たり純資産額の算定

上の基礎

１株当たり純資産額の算定

上の基礎

 

 

 

 

純資産の部
の合計額

6,024百万円

純資産の部
から控除す
る金額

389百万円

普通株式に
係る中間期
末の純資産
額

5,634百万円

中間期末の
普通株式の
数

26,593,346株

 

 

 

 

純資産の部
の合計額

6,011百万円

純資産の部
から控除す
る金額

393百万円

普通株式に
係る期末の
純資産額

5,617百万円

期末の普通
株式の数

26,597,580株

１株当たり中間純利益の算

定上の基礎

１株当たり中間純利益の算

定上の基礎

１株当たり当期純利益の算

定上の基礎

 

中間連結損益
計算書上の 
中間純利益

134百万円

 

中間連結損益
計算書上の 
中間純利益

100百万円

 

連結損益 
計算書上の 
当期純利益

586百万円

 普通株主に帰属しない金

額の主要な内訳

 普通株主に帰属しない金

額の主要な内訳

 普通株主に帰属しない金

額の主要な内訳

  該当事項はありません。 同左 同左

 

普通株式に 
係る中間 
純利益

134百万円

普通株式 
の期中平 
均株式数

26,597,929株

 
 

普通株式に
係る中間 
純利益

100百万円

普通株式
の期中平 
均株式数

26,595,808株

 

普通株式に
係る当期純
利益

586百万円

普通株式 
の期中平 
均株式数

26,597,806株



(2) 【その他】 

① 決算日後の状況 

特記事項はありません。 

  

② 重要な訴訟事件等 

現在係争中の重要な訴訟案件は、(イ)当社を原告とする保証債務履行請求事件(211百万円)、(ロ)

当社を被告とする求償金請求事件(206百万円)の２件であり、訴訟の概要は次の通りであります。 

  

(イ) 当社を請負者とする工事請負契約において、発注者が民事再生手続きの開始申立をなした 

   ことから、当社(原告)はその連帯保証人に対して、工事請負代金のうちの未払分を支払請求 

   したものの、相手方が連帯保証債務の履行を拒否したために、当社が提訴した事件でありま 

   す。第一審での原告敗訴の判決を受けて、当社は控訴しておりましたが、昨年１１月に札幌 

   高裁から控訴棄却の判決言い渡しを受けました。当社は、判決を不服として現在上告手続中 

   であります。なお、本件に係わる債権については、破産更生債権に準ずる債権として、全額  

   を中間連結貸借対照表の「３ 投資その他の資産」の「（３）その他」で表示しており、貸  

   倒引当金も同額計上済みであります。 

(ロ) 当社が納入した機械設備の欠陥により火災が発生したとして、保険金を支払った損害保険 

   会社が当社およびメーカーを被告として損害賠償金の支払請求をしている事件であります。 

    当社は、納入した機械設備に瑕疵はなく、火災発生原因は特定できないことを主張してい 

   ます。 

  

いずれの事件につきましても、現在手続きが進行中であり、現時点において結果を予想することは

困難であります。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 2,111 3,499 1,693

 ２ 受取手形 ※2,5 10,853 9,350 10,918

 ３ 売掛金 14,743 14,468 14,521

 ４ たな卸資産 550 463 618

 ５ その他 3,326 1,259 3,036

   貸倒引当金 △1,016 △275 △940

    流動資産合計 30,570 76.2 28,766 76.4 29,848 76.3

Ⅱ 固定資産

 1 有形固定資産

  (1) 土地 ※２ 3,163 3,161 3,161

  (2) その他 ※1,2 630 661 611

    有形固定 
    資産合計

3,794 9.5 3,822 10.1 3,773 9.7

 ２ 無形固定資産 47 0.1 31 0.1 40 0.1

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価 
     証券

※２ 1,817 1,722 1,827

  (2) 長期貸付金 713 657 652

  (3) その他 ※２ 3,764 3,899 3,517

     貸倒引当金 △575 △1,251 △550

    投資その他 
    の資産合計

5,719 14.2 5,027 13.4 5,448 13.9

    固定資産合計 9,561 23.8 8,882 23.6 9,262 23.7

   資産合計 40,131 100.0 37,649 100.0 39,110 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※５ 10,243 8,077 10,323

 ２ 買掛金 14,371 14,765 14,534

 ３ 短期借入金 ※２ 1,730 100 710

 ４ 一年以内に返済 
   する長期借入金

※２ 1,429 4,551 4,233

 ５ 未払金 38 49 73

 ６ 未払法人税等 42 97 61

 ７ 賞与引当金 175 188 188

 ８ その他 735 955 535

    流動負債合計 28,766 71.7 28,784 76.5 30,659 78.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 6,506 3,640 3,309

 ２ 退職給付引当金 378 413 400

 ３ 役員退職引当金 78 117 97

 ４ その他 360 354 343

    固定負債合計 7,324 18.2 4,525 12.0 4,150 10.6

   負債合計 36,090 89.9 33,310 88.5 34,810 89.0



  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,354 5.9 2,354 6.2 2,354 6.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 619 619 619

  (2) その他資本 
    剰余金

668 668 668

   資本剰余金合計 1,288 3.2 1,288 3.4 1,288 3.3

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益 
    剰余金

   繰越利益剰余金 41 298 260

   利益剰余金合計 41 0.1 298 0.8 260 0.7

 ４ 自己株式 △5 △0.0 △6 △0.0 △5 △0.0

   株主資本合計 3,678 9.2 3,935 10.4 3,897 10.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

368 0.9 402 1.1 402 1.0

 ２ 繰延ヘッジ損益 △6 △0.0 0 0.0 △0 △0.0

   評価・換算差額 
   等合計

362 0.9 402 1.1 402 1.0

   純資産合計 4,040 10.1 4,338 11.5 4,299 11.0

   負債純資産合計 40,131 100.0 37,649 100.0 39,110 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 44,467 100.0 42,029 100.0 95,109 100.0

Ⅱ 売上原価 41,638 93.6 39,167 93.2 89,237 93.8

   売上総利益 2,829 6.4 2,862 6.8 5,872 6.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

2,486 5.6 2,441 5.8 4,960 5.2

   営業利益 342 0.8 421 1.0 911 1.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 20 18 46

 ２ 受取配当金 64 67 72

 ３ その他 53 138 0.3 69 155 0.3 112 230 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 113 116 212

 ２ その他 64 178 0.4 69 186 0.4 139 352 0.3

   経常利益 303 0.7 390 0.9 790 0.9

Ⅵ 特別利益 ※１ 586 1.3 4 0.0 595 0.6

Ⅶ 特別損失 ※２ 587 1.3 175 0.4 647 0.7

   税引前中間 
   (当期)純利益

302 0.7 219 0.5 737 0.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

8 83 17

   過年度法人税、 
   住民税及び事業税

― ― 26

   法人税等調整額 126 135 0.3 17 100 0.2 306 351 0.4

   中間(当期)純利益 166 0.4 118 0.3 386 0.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金

資本 

剰余金 

合計

その他利益

剰余金
利益 

剰余金 

合計
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 △125 △125 △5 3,511

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 166 166 166

 自己株式の取得 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － － － 166 166 △0 166

平成18年９月30日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 41 41 △5 3,678

評価・換算差額等

純資産 

合計
その他 

有価証券 

評価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等 

合計

平成18年３月31日残高(百万円) 918 － 918 4,430

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 166

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)
△549 △6 △556 △556

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△549 △6 △556 △389

平成18年９月30日残高(百万円) 368 △6 362 4,040



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金

資本 

剰余金 

合計

その他利益

剰余金
利益 

剰余金 

合計
繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 260 260 △5 3,897

中間会計期間中の変動額

   剰余金の配当 △79 △79 △79

 中間純利益 118 118 118

 自己株式の取得 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － － － 38 38 △0 37

平成19年９月30日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 298 298 △6 3,935

評価・換算差額等

純資産 

合計
その他 

有価証券 

評価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等 

合計

平成19年３月31日残高(百万円) 402 △0 402 4,299

中間会計期間中の変動額

   剰余金の配当 △79

 中間純利益 118

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額(純額)
△0 1 0 0

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△0 1 0 38

平成19年９月30日残高(百万円) 402 0 402 4,338



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他 

資本 

剰余金

資本 

剰余金 

合計

その他利益

剰余金
利益 

剰余金 

合計
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 △125 △125 △5 3,511

事業年度中の変動額

 当期純利益 386 386 386

 自己株式の取得 △0 △0

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
－ － － － 386 386 △0 386

平成19年３月31日残高(百万円) 2,354 619 668 1,288 260 260 △5 3,897

評価・換算差額等

純資産 

合計
その他 

有価証券 

評価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等 

合計

平成18年３月31日残高(百万円) 918 － 918 4,430

事業年度中の変動額

 当期純利益 386

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△516 △0 △516 △516

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
△516 △0 △516 △130

平成19年３月31日残高(百万円) 402 △0 402 4,299



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

１ 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   移動平均法による原

価法

１ 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   同左

１ 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   同左

  その他有価証券

  ・時価のあるもの

   中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)

  その他有価証券

  ・時価のあるもの

    同左

  

  その他有価証券

  ・時価のあるもの

   期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

  ・時価のないもの

   移動平均法による原

価法

  ・時価のないもの

    同左

  ・時価のないもの

    同左

２ デリバティブ取引 

   時価法

２ デリバティブ取引

同左

２ デリバティブ取引

同左

３ たな卸資産

(1) 建設機械、産業機械、

建設資材

   個別法による低価法

(2) 標準電機品

   移動平均法による低

価法

(3) 石油製品

   終仕入原価法によ

る低価法

３ たな卸資産

同左

３ たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっておりま

す。

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)

については定額法によ

っております。

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物 ３年～65年

構築物 ２年～45年

 

(1) 有形固定資産
同左

  

  

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっておりま

す。

  ただし、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、

支給見込額に基づき当

中間会計期間負担額を

計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、

支給見込額に基づき当

事業年度負担額を計上

しております。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付の支

払に備えるため、当事

業年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間期末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。

  なお、会計基準変更時

差異(1,620百万円)に

ついては、10年による

按分額を費用処理して

おります。

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

按分額を発生の翌期よ

り費用処理することと

しております。

(3) 退職給付引当金

同左

  

  

  

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付の支

払に備えるため、当事

業年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

期末において発生して

いると認められる額を

計上しております。

  なお、会計基準変更時

差異(1,620百万円)に

ついては、10年による

按分額を費用処理して

おります。

  数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時

における従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

按分額を発生の翌事業

年度より費用処理する

こととしております。

(4) 役員退職引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、役員

退職慰労金に関する内

規に基づく中間期末要

支給額を計上しており

ます。

(4) 役員退職引当金

同左

(4) 役員退職引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、役員

退職慰労金に関する内

規に基づく期末要支給

額を計上しておりま

す。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法  ① 繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理に

よっております。 

 なお、金利スワッ

プについて特例処理

の要件を満たす場合

は特例処理を採用し

ております。

 ① 繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法

同左

    

 ① 繰延ヘッジ等のヘッ

ジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

   ・ヘッジ手段

     デリバティブ取

引(為替予約取引

及び金利スワップ

取引)

   ・ヘッジ対象

     相場変動等が評

価に反映されてい

ないもの及びキャ

ッシュ・フローが

固定されその変動

が回避されるもの

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

 ③ ヘッジ方針

    相場変動に晒され

ている資産、負債等

に係るリスクを回避

する目的のみにデリ

バティブ取引を利用

する方針をとってお

ります。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ③ ヘッジ方針

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

    ヘッジ開始時か

ら、有効性判定時点

までの期間におい

て、ヘッジ対象のキ

ャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手

段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを

比較し、両者の変動

額等を基礎にして判

断しております。 

 ただし特例処理に

よっている金利スワ

ップについては有効

性の評価を省略して

おります。

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

同左

    

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

同左

 ⑤ その他リスク管理方
法のうちヘッジ会計
に係るもの

   多額の借入金等は、
取締役会の専決事項
でありますので、そ
れにともなう先物為
替予約の締結及び金
利スワップ契約の締
結等は同時に取締役
会で決定されること
になります。 
 通貨関連及び金利
関連のデリバティブ
取引の実行管理は、
「社内管理規程」の
業務分掌に従い、財
務課に集中しており
ます。 
 日常業務における
デリバティブ取引業
務の統制は財務課内
の相互牽制と経理部
長の管理のもとに行
われております。

⑤ その他リスク管理方
法のうちヘッジ会計
に係るもの

同左

⑤ その他リスク管理方
法のうちヘッジ会計
に係るもの

同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理につい

て

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。

消費税等の会計処理につい

て

同左

消費税等の会計処理につい

て

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。



(会計処理の変更) 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日 （自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日）   至 平成19年９月30日）  至 平成19年３月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

────────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は4,047百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は4,300百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

────────── (固定資産の減価償却方法の変更)

 当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、一部の資産を除き、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

 この変更が損益に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

 当社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産について、一部の資産を

除き、 改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間で均等

償却しております。

 この変更が損益に与える影響は軽

微であります。

──────────



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

   

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

887百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

918百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

900百万円

 

※２ 担保資産

 (1) 借入金等の担保に差入れてい

る資産

受取手形 400百万円

投資有価証券 951

土地 1,493

有形固定資産 
「その他」 
(建物)

82

合計 2,927

   上記担保資産に対応する債務

短期借入金 565百万円

一年以内に返済
する長期借入金

1,113

長期借入金 3,991

合計 5,669

 

※２ 担保資産

 (1) 借入金等の担保に差入れてい

る資産

受取手形 617百万円

投資有価証券 606

土地 1,493

有形固定資産
「その他」 
(建物)

75

合計 2,792

   上記担保資産に対応する債務

一年以内に返済
する長期借入金

3,075

長期借入金 1,511

合計 4,586

 

※２ 担保資産

 (1) 借入金等の担保に差入れてい

る資産

受取手形 250百万円

投資有価証券 1,387

土地 1,493

有形固定資産 
「その他」 
(建物)

79

合計 3,209

   上記担保資産に対応する債務

短期借入金 410百万円

一年以内に返済
する長期借入金

2,767

長期借入金 1,687

合計 4,864

 (2) 取引保証金等の代用として差

入れている資産

現金及び預金 
(定期預金)

24百万円

投資有価証券 11

投資その他の資産 
「その他」 
(関係会社株式)

66

合計 101

 

 (2) 取引保証金等の代用として差

入れている資産

投資有価証券 26

投資その他の資産
「その他」 
(関係会社株式)

66

合計 92
 

 (2) 取引保証金等の代用として差

入れている資産

投資有価証券 27

投資その他の資産 
「その他」 
(関係会社株式)

66

合計 93

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務

(1) 下記の会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

ナラサキ 
リース㈱

127百万円

楢崎造船㈱ 485

興部生コン㈱ 30

合計 642

(1) 下記の会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

ナラサキ
リース㈱

107百万円

楢崎造船㈱ 328

興部生コン㈱ 30

合計 465

(1) 下記の会社の銀行借入金等に対

し保証を行っております。

ナラサキ
リース㈱

117百万円

楢崎造船㈱ 456

興部生コン㈱ 30

合計 603

 

(2) 当社が建設機械を売却したリー

ス会社に対して、リース会社の

有する債権について保証をして

おります。

  売却件数(118件)  1,377百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保になっ

ております。

４ 受取手形割引高 440百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の 

   会計処理については、手形交換 

  日をもって決済しております。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったため

次の中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 841百万円

支払手形 1,962

 

(2) 当社が建設機械を売却したリー

ス会社に対して、リース会社の

有する債権について保証をして

おります。

  売却件数(138件)  1,347百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保になっ

ております。

４        ─────

※５ 中間会計期間末日満期手形の 

   会計処理については、手形交換 

  日をもって決済しております。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末残高に含

まれております。

受取手形 765百万円

支払手形 1,318

 

(2) 当社が建設機械を売却したリー

ス会社に対して、リース会社の

有する債権について保証をして

おります。

  売却件数(124件)  1,326百万円

   なお、上記の保証については

販売機械が実質的な担保になっ

ております。

４ 受取手形割引高 330百万円

※５ 事業年度末日満期手形の会計 

  処理については、手形交換日を

  もって決済しております。

   なお、当事業年度の末日は金

融機関の休日であったため、次

の事業年度末日満期手形が事業

年度末残高に含まれておりま

す。

受取手形 877百万円

支払手形 1,655



(中間損益計算書関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 特別利益の主なもの

投資有価証券 
売却益

3百万円

退職給付信託設
定益

582

 「退職給付信託設定益」は、当社

が保有している株式の一部(設定

時時価983百万円)を退職給付を目

的とした信託へ拠出したことによ

るものであります。

─────

 

 

※１ 特別利益の主なもの

退職給付信託設
定益

582百万円

※２ 特別損失の主なもの

貸倒引当金繰入
額

422百万円

投資有価証券売
却損

46

関係会社株式評
価損

46

 

※２ 特別損失の主なもの

投資有価証券評
価損

121百万円

 

※２ 特別損失の主なもの

貸倒引当金繰入
額

422百万円

投資有価証券売
却損

93

３ 減価償却実施額

有形固定資産 56百万円

無形固定資産 8

３ 減価償却実施額

有形固定資産 29百万円

無形固定資産 7

３ 減価償却実施額

有形固定資産 84百万円

無形固定資産 17



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,430 株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    4,234 株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,578 株 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 28,842 1,430 ─ 30,272

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 30,420 4,234 ─ 34,654

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,842 1,578 ─ 30,420



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移 

 転すると認められるもの以外のフ 

 ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

機械 
装置 

(百万円)

器具及 
び備品 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

65 182 247

減価償却 
累計額 
相当額

12 52 65

期末残高 
相当額

53 129 182

 

機械
装置 

(百万円)

器具及
び備品 

(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

58 192 251

減価償却 
累計額 
相当額

20 82 103

期末残高 
相当額

38 110 148

 

機械 
装置 

(百万円)

器具及 
び備品 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額

58 194 253

減価償却
累計額 
相当額

15 71 86

期末残高
相当額

43 123 166

 

② 未経過リース料中間期末残高 

 相当額

１年以内 46百万円

１年超 135

合計 182

  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定しており

ます。

 

② 未経過リース料中間期末残高  

 相当額

１年以内 47百万円

１年超 100

合計 148

同左
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 47百万円

１年超 119

合計 166

  なお、取得価額相当額及び未経

過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が

低いため、「支払利子込み法」に

より算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費  

 相当額

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23

③ 支払リース料及び減価償却費 

 相当額

支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23

③ 支払リース料及び減価償却費 

 相当額

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 45

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引

(借主側)

 未経過リース料

(借主側)

 未経過リース料

(借主側)

 未経過リース料

 

１年以内 84百万円

１年超 132

合計 217

(減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失 

 はありません。

 

１年以内 131百万円

１年超 71

合計 203

(減損損失について）

同左 

 

 

１年以内 132百万円

１年超 138

合計 270

(減損損失について）

同左 

 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
  
  

(2) 【その他】 

① 決算日後の状況 

特記事項はありません。 

  

② 重要な訴訟事件等 

現在係争中の重要な訴訟案件は、(イ)当社を原告とする保証債務履行請求事件(211百万円)、(ロ)

当社を被告とする求償金請求事件(206百万円)の２件であり、訴訟の概要は次のとおりであります。 

  

(イ) 当社を請負者とする工事請負契約において、発注者が民事再生手続きの開始申立をなした 

   ことから、当社(原告)はその連帯保証人に対して、工事請負代金のうちの未払分を支払請求 

   したものの、相手方が連帯保証債務の履行を拒否したために、当社が提訴した事件でありま 

   す。第一審での原告敗訴の判決を受けて、当社は控訴しておりましたが、昨年１１月に札幌 

   高裁から控訴棄却の判決言い渡しを受けました。当社は、判決を不服として現在上告手続中 

   であります。なお、本件に係わる債権については、破産更生債権に準ずる債権として、全額 

   を中間貸借対照表の「３ 投資その他の資産」の「（３）その他」で表示しており、貸倒引 

   当金も同額計上済みであります。 

(ロ) 当社が納入した機械設備の欠陥により火災が発生したとして、保険金を支払った損害保険 

   会社が当社およびメーカーを被告として損害賠償金の支払請求をしている事件であります。 

    当社は、納入した機械設備に瑕疵はなく、火災発生原因は特定できないことを主張してい 

   ます。 

  

いずれの事件につきましても、現在手続きが進行中であり、現時点において結果を予想することは

困難であります。  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度(第64期)(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月29日北海道財務局長

に提出 

２ 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年８月22日北海道財務局長に提出 

事業年度(第64期)(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告

書であります。 

  

  

  

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月18日

ナラサキ産業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているナラサキ産業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ナラサキ産業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 茂 夫  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 石 田 健 一  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月７日

ナラサキ産業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているナラサキ産業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ナラサキ産業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 茂 夫  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 石 田 健 一  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月18日

ナラサキ産業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているナラサキ産業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第６４期事業年度の中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ナラサキ産業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 茂 夫  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 石 田 健 一  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月７日

ナラサキ産業株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているナラサキ産業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第６５期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ナラサキ産業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 茂 夫  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 石 田 健 一  印

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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